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 各 都 道 府 県 総 務 部 
 （人事担当課、市町村担当課、区政課扱い） 
 各 指 定 都 市 総 務 局   御中 
 （人事担当課扱い） 
 各 人 事 委 員 会 事 務 局 
 
 

総務省自治行政局公務員部公務員課  
 
 
   人事院規則 15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正等に係る 
   留意事項について 
 
 
 「人事院規則 15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）」の一部を改正する人事院
規則（人事院規則 15－14－36）等を送付したところですが、当該改正事項の運用にお
ける留意事項等は下記のとおりですので、これらも踏まえ適切に対応いただきますよ
うお願いいたします。また、人事院にて開催された規則等改正説明会の資料について、
参考までに送付いたします。 
 おって、各都道府県においては、市区町村等にも御連絡いただくようお願いします。
なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市
区町村に対しても、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 
 

記 
 
Ⅰ 超過勤務命令の上限時間関係 
 １ 部署の単位について 
  ・ 国において、「部署」の単位は、原則として課室又はこれらに相当するもの

ですが、大規模な課室等においては、班単位や係単位などより小さい単位とす
ることも可能と考えられています。（「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用に
ついて」（以下「運用通知」という。）第 10の第４項関係） 

 
 ２ 他律的業務の比重が高い部署について 
  ・ 国において、「他律的業務の比重が高い部署」には、国会関係、国際関係、

法令協議、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超えて
他律的に決まる比重が高い部署が該当し得るとされ、その範囲は必要最小限と
し、部署の業務の状況を考慮して適切に判断する必要があることとされていま
す。（「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について」（以下「局長通知」と
いう。）第１関係） 

    地方公共団体においては、例えば、地域住民との折衝等に従事するなど、業
務の量や時期が任命権者の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当
し得ると考えられますが、その範囲は必要最小限とし、部署の業務の状況を考
慮して適切に判断する必要があります。 

 
 



  ・ 国において、「他律的業務の比重が高い部署」については、あらかじめ特定
しておくことが望ましいと考えられています。部署の範囲を定めた場合の職員
への周知の具体的な方法は、例えば、書面又は組織内のイントラネットへの掲
載など、少なくとも職員が自らの上限時間がわかる方法で行うことが必要と考
えられています。（運用通知第 10の第 11項関係） 

 
Ⅱ 上限時間の特例関係 
 １ 上限時間の特例について 
  ・ 国において、特例業務の範囲は、職員が従事する業務の状況を考慮して必要

最小限のものとされており、例えば、年度当初の４月に数時間の特例業務に従
事したことをもって、年 360時間又は年 720時間の上限を超えてよいとは必ず
しもならないと考えられています。（人事院規則 15-14第 16条の２の２第２項
関係、運用通知第 10の第 12項、第 13項関係） 

    地方公共団体においても、特例業務の範囲は、職員が従事する業務の状況を
考慮して必要最小限のものとする必要があります。 

 
 ２ 上限時間を超えて超過勤務を命ずる場合の措置について 
  ・ 国において、上限時間を超えて職員に超過勤務を命ずる場合の職員への通知

については、書面又は口頭による方法が考えられています。（運用通知第 10の
第 14項関係） 

 
  ・ 国において、職員の健康確保への最大限の配慮とは、医師による面接指導を

受けさせること、その職員の業務分担や配置を見直すこと等が考えられていま
す。（人事院規則 15-14第 16条２の２第３項関係） 

 
Ⅲ 超過勤務の適正な運用関係 
 １ 超過勤務時間の適切な把握について 
  ・ 国おいて、管理者は超過勤務の運用の適正を図るため、常に職員の超過勤務

及び在庁の状況並びに健康状態の把握に努めることとされています。（局長通
知第５関係） 

    地方公共団体においても、同様に、常に職員の超過勤務及び在庁の状況並び
に健康状態の把握に努める必要があります。 

 
 ２ 長時間の超過勤務を命ぜざるを得ない場合の職員への配慮について 
  ・ 国において、長時間の超過勤務が継続することは、職員の心身の健康及び福

祉に害を及ぼすおそれがあることから、極力これを避けるよう努めること、公
務の運営の必要上、職員に長時間の超過勤務を一定期間命ぜざるを得ない場合
については、人事担当部局等に事前又は直後に報告し超過勤務命令の状況のチ
ェックを受ける方策などにより、必要最小限にとどめるよう努めることとされ
ています。（局長通知第６関係） 

    地方公共団体においても、極力、長時間の超過勤務が継続することを避ける
よう努めるとともに、公務の運営の必要上、職員に長時間の超過勤務を一定期
間命ぜざるを得ない場合についても、必要最小限にとどめるよう努める必要が
あります。 

 

連絡先 

公務員課公務員第四係 包、佐々木 

電話 ０３－５２５３－５５４４（直通） 



・ 各省各庁の長は、原則として１箇月について45時間かつ１年について
360時間の範囲内（他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対
しては、１箇月について100時間未満、１年について720時間かつ２～
６箇月平均80時間等の範囲内）で、必要最小限の超過勤務を命ずるもの
とする。

・ 大規模災害への対処等の重要な業務であって、特に緊急に処理するこ
とを要する業務に従事する職員又は従事していた職員に対しては、上限
時間を超えて超過勤務を命じることができる。

・ 上限時間を超えて超過勤務を命じた場合には、その要因の整理、分析
及び検証を行うものとする。

・ 各省各庁の長は、職員に１箇月について100時間以上又は２～６箇月
平均で80時間を超える超過勤務を命じた場合には、本人からの申出がな
くとも当該職員に対して医師による面接指導を行うものとする。

・ 疲労の蓄積が認められる職員からの申出により、医師の面接指導を行
うことが義務となる超過勤務時間を１箇月について100時間超から80時
間超に引き下げる。

・ 各省各庁の長は、職員の超過勤務について、その年月日、職員の氏名
及び当該日の超過勤務時間数を記録するものとする。

超過勤務命令の上限

上限時間の特例・要因の整理分析等

健康確保措置の強化・職員の超過勤務時間の適切な把握

健康管理医の機能強化
・ 健康管理医の職務の明確化、健康管理医の業務内容等の周知、長時間
勤務を行った職員に係る情報提供等について、措置を講じる。

超過勤務の上限等に関する措置について

平成31年２月
人 事 院

（施行日 平成31年４月１日）

※ あわせて、勤務時間関係の諸手続について、各府省における業務効率化の観点から、押
印によらない方法によることも可能となるよう、様式等において「押印」又は「印」とさ
れているものを「確認」とする等の改正を行う。

（施行日 平成31年４月１日）





超過勤務命令の上限

原則
【規則１５ー１４第16条の２の２第１項第１号イ】

他律的な業務の比重の高い部署
【規則１５ー１４第16条の２の２第１項第２号】

正規の勤務時間

超過勤務命令を行うことができる上限を規則１５―１４で設定。上限の範囲内
で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする
大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する

業務に従事する場合には、上限の時間を超えることができるが、その場合には、
上限を超えた超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行う必要
※ 超過勤務手当が支給されない管理職員も含め、勤務時間法が適用される職員全てが対象

特例業務（大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又
は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理する
ことを要するものと各省各庁の長が認める業務）に従事する場合

月45時間以下
年360時間以下

月100時間未満
年720時間以下
２～６箇月平均80時間以下(注) 

月45時間超は年６箇月まで

超過勤務
(注)２箇月､３箇月､４箇月､５箇月､
６箇月のいずれの期間においても、
平均が80時間以下であることをいう。

〈勤務する部署が他律的な業務の比重の高い部署から原則の部署となった職員の上限〉
【規則１５ー１４第16条の２の２第１項第１号ロ】

部署の異動が生じた日から当該日が
属する月の末日までの期間（特定期間）

【勤務時間運用通知第１０の第１０項⑴】

特定期間の末日の翌日から
１年の末日までの期間※

【勤務時間運用通知第１０の第１０項⑵】

年720時間以下
月100時間未満
２～６箇月平均80時間以下
月45時間超は年６箇月まで

超過勤務

正規の勤務時間

年720時間以下
月45時間以下

※の期間の月数に
30時間を乗じて
得た時間(注)

部署の単位は原則として課室又はこれらに相当するもの【勤務時間運用通知第１０の第４項】

「月」は月の初日から末日までの期間【勤務時間運用通知第１０の第５項】

「年」は原則として4/1～翌年3/31の期間【勤務時間運用通知第１０の第６項・第７項】

（必要に応じ、４月以外の月を起算点とすることも可（人事院への報告が必要））

月単位・２～６箇月単位の超過勤務の上限は、府省等を異にする異動の場合も通算
【勤務時間運用通知第１０の第８項】

他律的業務の比重が高い部署の範囲は業務の状況を考慮して必要最小限とし、部署を定めた
場合又は変更した場合は職員に周知する必要【勤務時間運用通知第１０の第１１項、超過勤務留意点通知１】

(注)府省等を異にする異動をしたことにより、本上限の適用
を受けることになった職員にあっては、360時間から特定
期間に当該職員に命じた超過勤務の時間を減じて得た時間

部署異動



【上限】

月45時間、年360時間

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

〈超勤時間〉

【上限】

月100時間未満、２～６箇月平均80時間、年720時間、月45時間超は年６箇月

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

〈超勤時間〉

② ④

① ③ ⑤

⑥

【上限】

〈異動日が属する月〉月100時間未満、２～６箇月平均80時間、年720時間、月45時間超は年６箇月

〈異動日が属する月の翌月以降〉月45時間、年720時間、30時間*残り月数（注）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

異動日

〈超勤時間〉

① ⑥

③

④

② ⑤

（参考）上限の適用イメージ
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月の上限は45時間

①他律的部署以外の

部署に勤務する職員

年の上限は360時間

②他律的部署に

勤務する職員

月の上限は100時間未満

年の上限は720時間

月45時間を超える

超過勤務は年６箇月

２～６箇月平均80時間

月の上限は

100時間未満

月45時間を超える

超過勤務は年６箇月

③他律的部署から他の

部署に異動した職員

30時間×3月＝90時間

が期間内の上限（注）

他律的部署に勤務（②の上限）
他律的部署以外の部署

に勤務（③の上限）

(注) 府省等を異にする異動により③に該当した職員にあっては、

「360時間-異動日が属する月（12月）に異動先で命じた超勤時間」

２～６箇月平均80時間

年の上限は720時間

月の上限は45時間



〈上限の特例・要因の整理分析等〉

特例業務の範囲は業務の内容を考慮して必要最小限とする必要【勤務時間運用通知第１０の第１２項】

特例により超過勤務を命ずることができるか否かは、当該職員が従事し、又は従事していた
特例業務の状況、当該特例業務の規模及び発生時期並びに当該特例業務に当該職員が従事し
た期間を考慮して、上限時間等に係る期間ごとにそれぞれ判断する必要【超過勤務留意点通知２⑴】

特例業務に従事し、又は従事していた職員に対しても、できる限り上限時間等の範囲内で超
過勤務を命ずる必要【超過勤務留意点通知２⑵】

特例により超過勤務を命ずる際は、あらかじめ職員に通知する必要【勤務時間運用通知第１０の第１４項】

（あらかじめ通知することが困難な場合は、事後速やかに職員に通知する必要）【勤務時間運用通知第１０の第１５項】

特例超過勤務に係る要因の整理分析等においては、少なくとも以下の事項を記録する必要
〈所属部署、氏名、上限時間等を超えて超過勤務を命じた月又は年における超過勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従

事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても特例の適用を回避することができなかった理由〉

【勤務時間運用通知第１０の第１６項】

特例業務（大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な
交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認める業
務）に従事する職員又は従事していた職員に、上限を超えて超過勤務を命ずる必要
がある場合には、超過勤務命令の上限は適用しない

【規則１５ー１４第16条の２の２第２項、勤務時間運用通知第１０の第１３項】

特例により、上限を超えて超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過
勤務を必要最小限のものとし、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとと
もに、適切に情報を収集して、１年の末日の翌日から起算して６箇月以内に、当
該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行う必要

【規則１５ー１４第16条の２の２第３項、勤務時間運用通知第１０の第１７項】

〈その他〉

【職員の異動関係】
職員が異動した場合は、上限の算定に必要な以下の事項を異動先に通知

〈職員に適用されていた上限の別、異動月における超過勤務時間、異動月の直前11箇月における超過勤務時間、
異動月及びその直前11箇月において、特例により超過勤務を命じた事例の有無〉

【勤務時間運用通知第１０の第９項、超勤留意点通知３⑺】

異なる部署から異動してきた職員に超過勤務を命ずる場合は、異動前の部署にお
ける超過勤務の状況も考慮する必要
〈異なる府省等から異動してきた職員に命ずる超過勤務についても､できる限り､異動前の府省等における超過勤務

の時間も含め､年360時間・年720時間の時間の範囲内に収まるように配慮するよう努める〉
【超勤留意点通知３⑴・⑵】

併任された職員に係る上限等は、以下のとおり【超勤留意点通知３⑶～⑹】
・本務又は併任官職のいずれかで他律的部署に勤務する職員

→ 他律的な業務の比重の高い部署の上限（月100時間未満、年720時間等）
・本務又は併任官職のいずれでも他律的部署以外の部署に勤務する職員

→ 原則の上限（月45時間、年360時間）又は他律的部署から他の部署に異動
した職員の上限

※ 併任された職員に上限を超えて超過勤務を命じた場合の整理分析等は、本務官職に係る各省各庁の長（併任
先の業務に職員が専ら従事している場合等においては、当該併任官職に係る各省各庁の長）が行う

【超過勤務の縮減に向けた対策】
各省各庁の長は、業務量の削減または業務の効率化に取り組むなど、超過勤務の

縮減に向けた適切な対策（業務の在り方や処理方法の見直し、計画的な業務遂行、職場環境の
整備、人員配置の見直し等）を講ずるものとする 【勤務時間運用通知第１０の第１８項、超勤留意点通知４】



〈経過措置〉

改正後の「月」､「２～６箇月」､「年」等の期間には､施行日前の期間は含まない
【規則１５―１４―３６附則第２項、「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」の一部改正について（平成31年２月１日職職―14）前書き】

「２～６箇月平均80時間以下」の上限の算定対象は、H31.4.1以降の超過勤務の時間となる



○ 各省各庁の長は、要件に該当する職員に対し、医師による面接指導を行わなければなら
ない。 【規則１０―４第22条の２第１項】

健康確保措置の強化健康確保措置の強化

・本人の申出がなくとも、超過勤務時間が１箇月100時間以上又は２～６箇月平均で80
時間を超えた職員

・超過勤務時間が１箇月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、
申出をした職員

面接指導を行わなければならない職員の要件【規則10―4運用通知第２２条の２関係第１項及び第２項】

ただし、 ２～６箇月平均で80時間を超えた職員（超過勤務時間が１箇月100時間以上の職員を除く。）
のうち、超過勤務時間算定の期日前１箇月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、
面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く

ただし、 超過勤務時間算定の期日前１箇月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、
面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く

※ 新たな要件による面接指導は、施行日以後の超過勤務時間数により実施するものとする。

人事院規則１０―４（職員の保健及び安全保持）等の改正概要

・超過勤務時間の算定を行ったときは、速やかに、超過勤務時間が1箇月80時間を超え
た職員及び２～６箇月平均で80時間を超えた職員に対し、超過勤務時間に関する情報
を通知しなければならない。 【規則10―4運用通知第２２条の２関係第４項】

健康管理医の機能強化等健康管理医の機能強化等

○ 健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する専門的知識に
基づいて、誠実に職務を行わなければならない。 【規則１０―４第９条第４項】

・健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うために必要な医学に関する知識及び能力
の維持向上に努めるものとする。 【規則10―4運用通知第９条関係第３項】

○ 各省各庁の長は、職員の勤務時間の状況に関する事項を記録しなければならない。
【規則１０―４第22条の２第２項】

・超過勤務を命じた場合の職員の氏名、年月日及び時間数

記録しなければならない事項【規則10―4運用通知第２２条の２関係第１０項】

・職員の勤務時間の状況に関する事項を超過勤務命令簿に記録している場合においては、
当該超過勤務命令簿によることができる。 【規則10―4運用通知第２２条の２関係第１１項】

職員の超過勤務時間の適切な把握職員の超過勤務時間の適切な把握



○ 各省各庁の長は、健康管理医に対し、健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に
行うために必要な情報を提供する必要がある。 【規則１０―４第９条第５項】

健康管理医から情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

⑴ 面接指導実施後の措置及び事後措置に関する情報

⑵ 超過勤務時間が1箇月80時間を超えた職員及び2～6箇月平均で80時間を
超えた職員の氏名及び超過勤務時間に関する情報

⑶ ⑴及び⑵のほか、職員の業務に関する情報であって健康管理医が職員の健康管理
指導等を適切に行うために必要と認めるもの

健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として
提供しなければならない情報及び提供時期【規則10―4運用通知第9条関係第4項及び第6項】

医師から意見聴取を行った後又は健康管理医による指導区分の決定若しくは変更を受けた
後、遅滞なく提供すること。

超過勤務時間の算定を行った後、速やかに提供すること。

※ ⑴の情報は、施行日以後に行う面接指導（施行日前の超過勤務又は心理的な負担の程度を把握するための
検査に基づくものを除く。）又は健康診断に基づくものとする。

※ ⑵の職員に該当する職員への通知は、施行日以後の超過勤務時間数について行うものとする。

○ 各省各庁の長は、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために
必要な体制の整備等を講ずるよう努めなければならない。 【規則１０ー４第９条第６項】

以下のいずれか
・各勤務場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること
・書面を職員に交付すること
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各勤務場所に
職員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
※ 府省内イントラネットの電子掲示板に掲載する方法も該当する。

・健康管理医の業務の具体的な内容
・健康管理医に対する健康相談の申出の方法
・健康管理医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

○ 各省各庁の長は、健康管理医の業務の内容その他の健康管理医の業務に関する事項
を、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示すること等の方法により、職員に周知させ
なければならない。 【規則１０ー４第９条第７項】

健康管理医の業務に関して職員に周知させる事項【規則10―4運用通知第9条関係第７項】

健康管理医の業務に関する事項の周知方法【規則10―4運用通知第9条関係第８項】

○ 各省各庁の長は、職員の心身の状態に関する情報の収集し、保管し、又は使用するに当
たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で収集し、当該収集の目的の範囲内で保管し、
及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場
合は、この限りでない。 【規則１０―４第25条の２】



押印合理化に係る改正について
押印が必須とされていた勤務時間関係の諸手続について、各府省における業務

効率化の観点から、押印によらない方法によることも可能となるよう、運用通知
の様式等において「押印」又は「印」とされているものを「確認」とする等の改
正を実施
あわせて、参考例として様式が規定されており、従来から各府省の判断で押印

を省略可能であったものについても、押印省略できる旨を明確に示すため、参考
例様式から「印」を削除する等の改正を実施

［様式等を改正した通知］
① 育児休業等の運用について（平成４年１月17日職福－２０）

育児休業等計画書〔別紙第１〕、養育状況変更届〔別紙第２〕、育児休業承認請求書〔別紙第３〕、育児短時間勤務承認請求書〔別紙第４〕、育児時間
承認請求書〔別紙第５〕

② 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月27日職職―３２８）
フレックスタイムの申告・割振り簿〔別紙第１〕、超勤代休時間指定簿〔別紙第１の４〕、代休日指定簿〔別紙第２〕、ボランティア活動計画書〔別紙
第３〕、要介護者の状態等申出書〔別紙第３の２〕、休暇簿（年次休暇用）〔別紙第４〕、休暇簿（病気休暇用）〔別紙第５〕、休暇簿（特別休暇用）
〔別紙第５の２〕、休暇簿（介護休暇用）〔別紙第６〕、休暇簿（介護時間用）〔別紙第７〕

③ 自己啓発等休業の運用について（平成19年７月20日職職－２５６）
自己啓発等休業承認請求書〔別紙〕

④ 配偶者同行休業の運用について（平成26年２月13日職職－４０）
配偶者同行休業請求書〔別紙〕

⑤ 修学等のための早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針について（平成18年４月25日職職－１５７）
修学等のための早出遅出勤務通知書、修学等のための早出遅出勤務変更通知書、修学等のための早出遅出勤務取消通知書〔参考例〕

⑥ 人事院規則１０－７（女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉）の改正後の妊産婦である女子職員に対する規
定の運用について（平成10年２月13日職福－６２）
人事院規則１０―７（女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉）第６条第２項の規定に基づく勤務を要しない時間管理簿〔別添〕

※ 各府省において別に様式を定めることにより、平成31年４月１日以降も引き続き各府省で現在使用している様式を使い続けること
や、「確認」の方法を押印に限ることは差し支えない。
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